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中間市学童保育所業務委託仕様書

中間市学童保育所の業務を委託するための仕様について、以下のとおり定める。

１ 件名 中間市学童保育所業務委託

２ 基本的な考え方

（１）事業の目的

本事業は、児童福祉法第６条の３第２項の規定に基づき、保護者が労働等に

より昼間家庭にいない小学校に就学している児童（以下「児童」という。）に

対して、放課後の見守りなど児童の健全な育成を図ることを目的とする。

（２）運営方針

放課後児童クラブ運営指針（こども家庭庁令和７年１月２２日）に則って、

以下の点に留意しながら運営していくこととする。

●児童の最善の利益を考慮して、利用児童の健康と安全に十分留意し、児童を

育成支援すること。

●事業の社会的責任や公共性を自覚すること。

●児童虐待等の児童の心身に有害な影響を与える行為は禁止する。

●国籍、信条又は社会的な身分による差別的な扱いは禁止する。

●保護者に誠実に対応し、信頼関係を構築するとともに、事業への保護者の関

わりを促進すること。

●市民ニーズを把握して管理運営に反映させるなど、利用者の満足度を高める

よう努めること。

●公の施設であることを念頭において、特定の団体、個人等に有利あるいは不

利になる運営をしないこと。

●学童保育所が小学校敷地内に設置されていることから、学校教育活動に支障

をきたさないよう配慮し、施設の使用にあたっては小学校長と連絡を密にし、

管理運営を行うこと。

●関係法令に基づき個人情報を適切に取り扱い、守秘義務を遵守しプライバシ

ーを保護すること。

●市と連携を図り、適切に管理運営すること。

●施設設備及び備品の保守、修繕を適切に行うこと。

●効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。

●近隣住民や事業所、地域社会との良好な関係づくりに努めること。

●災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。
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３ 事業の実施場所

４ 定員

おおむね４５名とし、入所児童が増加した場合は別途協議する。

５ 法令等の遵守

本事業の運営にあたっては、本仕様書のほか、放課後児童健全育成事業に係る

関係法令等を遵守しなければならない。特に、次の法令等に留意すること。

（１）中間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成 26 年 9 月 26 日条例第 22 号）

（２）放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

（平成 26 年 4 月 30 日厚生労働省令第 63 号）

６ 開所日、開所時間等

平日：１３時～１８時 土曜・春夏冬休み：８時～１８時

ただし、小学校が台風などの自然災害や流行性の病気が発生しているときなど、

臨時に休校又は学級閉鎖をする必要があるときなど、特に必要がある場合、臨時

に開所時間を変更することがある。この場合、あらかじめ保護者に周知すること。

※閉所時間は現在、延長を検討しています。

７ 業務内容

（１）指導員

●指導員とは、放課後児童支援員又は補助員（放課後児童支援員を補助する者

をいう。）をいう。

●各放課後児童健全育成事業所には、放課後児童支援員を置かなければならな

い。

●放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに２人以上とする。ただし、その

１人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。

●放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県

知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の

指定都市若しくは同法第２５２条の２２第１項の中核市の長が行う研修を

修了したものでなければならない。

（ア）保育士の資格を有する者

（イ）社会福祉士の資格を有する者

施設名称 所在地

中間市中間学童保育所 中間市長津一丁目２６番１号【中間小学校内】

中間市底井野学童保育所 中間市大字上底井野８２５番地【底井野小学校内】
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（ウ）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による高等学校（旧中

等学校令（昭和１８年勅令第３６号）による中等学校を含む。）若しく

は中等教育学校を卒業した者、同法第９０条第２項の規定により大学

への入学を認められた者若しくは通常の課程による１２年の学校教

育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教

育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格

を有すると認定した者（（ケ）において「高等学校卒業者等」という。）

であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの

（エ）教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許

状を有する者

（オ）学校教育法の規定による大学（旧大学令（大正７年勅令第３８８号）

による大学を含む。）において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、

芸術学若しくは体育学（以下「社会福祉学等」という。）を専修する学

科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者（当該学科又は当該

課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者

を含む。）

（カ）学校教育法の規定による大学において、社会福祉学等を専修する学科

又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したこ

とにより、同法第１０２条第２項の規定により大学院への入学が認め

られた者

（キ）学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学等を専攻する研

究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

（ク）外国の大学において、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相当

する課程を修めて卒業した者

（ケ）高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に

類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

（コ）５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当

と認めたもの

（２）保育内容

●児童の状況や体調、情緒等を把握し、静養や気分転換が必要な場合は適切に

対応すること。

●児童の自主性を尊重するとともに、日常生活に必要となる基本的な生活習慣

を身につけられるよう配慮すること。

●発達段階に応じた遊びや生活ができるようにすること。玩具等は、児童の発

達や年齢を考慮して提供を行い、修理や補充、廃棄を適宜行うこと。

●児童虐待の早期発見に努め、必要に応じて関係機関と連携し、適切な対応を

図ること。
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●身近な自然や地域社会と関われるような取り組みを実施すること。

●自分の気持ちや意見を表現することができるように配慮し、生活や行事等に

主体的に関わることができるようにすること。

●遊びや生活を通して、人間関係が育つよう配慮すること。

●安全安心な環境を整備するとともに、緊急時に適切な対応ができるようにす

ること。

●宿題の有無の確認や声掛けを行い、学習環境を整えること。

（３）指導員が行うこと

●保護者、学校等と連携し、児童について情報共有を行うこと。

●連絡帳等で児童の出欠状況を把握すること。また、日誌等の作成を行い、日々

の業務内容を記録すること。

●児童の来所時には、児童が安心できるように迎え入れ、心身の状態を把握す

ること。

●児童の心身の状態や家族の態度などの観察、情報の収集等により、児童虐待

の早期発見に努めること。

●児童が病気やケガをした場合は、保護者に速やかに連絡すること。

●指導員間の連携を図るための打ち合わせを行うこと。

●児童の状況について指導員間の引継ぎを円滑に行うこと。

●職場倫理を自覚して、育成支援の内容の向上に努めること。

●障がいなど配慮の必要な児童を受け入れる際には、児童の状況に応じ個別の

支援を行うなど、十分配慮した保育を行うこと。

●おやつの種類や内容はバランスを考慮し、適切に提供すること。

●アレルギー体質の児童については、配慮すべきことや緊急時の対応等につい

て事前に保護者と相談し、安全に配慮して提供すること。

（４）合同保育の運用

●同一学校敷地内にある複数の学童保育所において、集団下校や欠席等により

登所児童数が合わせて４５人以下となる場合には、合同保育を行うことがで

きる。

●合同保育を行う場合には、各学童保育所の指導員が１人以上勤務しなければ

ならない。また、そのうち１人は放課後児童支援員でなければならない。

（５）地域貢献

●管理運営に必要な物品等に関しては、できる限り市内事業所等からの購入に

努めること。

●職員は、できる限り地域住民の雇用に努めること。

（６）事業の実施に関すること

●仕様書に定めのない自主事業を実施する場合は、事前に市に届け出て実施す

ること。
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（７）利用に関すること

●利用者への案内

児童及び保護者からの問い合わせ等に関して随時対応すること。

●利用の許可、取消し、変更、中止等

中間市放課後児童健全育成事業の実施等に関する要綱第７条から第１１条ま

での規定に基づき、児童及び保護者に対して、利用の許可、取消し、変更、

中止等を実施すること。

（８）利用料及び飲食物費の徴収に関すること

●中間市放課後児童健全育成事業の実施等に関する要綱第１２条の規定に基づ

き、利用料及び飲食物費を保護者から徴収する。

●利用料及び飲食物費は事業者の収入とする。

※利用料、飲食物費は現在、改定を検討しています。

●利用料及び飲食物費の徴収

利用料及び飲食物費の徴収を行うとともに、適正な出納管理に努めること。

●利用料の減額について

中間市放課後児童健全育成事業の実施等に関する要綱第１３条から第１９

条までの規定に基づき、利用料の減額を行うこと。なお、減額を行った分の

利用料については市から事業者へ補てんするものとする。

※減額の額は現在、上限額の改定を検討しています。

区分 利用形態 金額

利用料

通常の利用 月額 4,000 円。ただし、８月は 8,000 円。

休業日に限る

利用

夏季休業日 ７月分は 4,000 円。８月分は 8,000 円。

冬季休業日 １２月分は 2,000 円。１月分は 2,000 円。

学年末休業日 ３月分は 3,000 円。４月分は 3,000 円。

飲食物等

通常の利用 月額 1,000 円。ただし、８月は 2,000 円。

休業日に限る

利用

夏季休業日 ７月分は 1,000 円。８月分は 2,000 円。

冬季休業日 １２月分は 500 円。８月分は 500 円。

学年末休業日 ３月分は 500 円。４月分は 500 円。

減額区分 減額の額（児童１人につき）

１ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）により保護を受け

ている世帯に属する児童の保護者

利用料の全額。ただし、利用児童

１人につき月額 5,000円を上限

とする。

２ 住民基本台帳上の１６歳以上の世帯員全員の市民税が非課

税である世帯に属する児童の保護者

利用料の２分の１。ただし、利用

児童１人につき月額 2,500円を

上限とする。
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（９）施設等の維持管理に関すること（施設の詳細は「３ 施設の概要」参照。）

●施設及び備品等の修繕

（ア）事業者に過失のある修繕に関しては、市に連絡の上、事業者が実施する

こと（費用負担含む。）。

（イ）その他の修繕に関しては、市と協議すること。

（ウ）修繕完了後は、修繕箇所等が確認できる写真及び費用明細を示す書類を

提出すること。

●敷地内の清掃

周辺環境を良好な状態に保つため、適宜、清掃を実施すること。なお、廃棄

物の処理に関しては、関係法令等を遵守し、適正に実施すること

●事故防止、防犯、防災対策

秩序を維持し、事故、盗難、犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止し、

利用者の安全を守るために、保安警備業務を適切に実施すること。

●備品、消耗品等の管理及び補充

（ア）市から事業者に貸与する備品は善良な管理者の注意義務をもって管理す

るものとし、業務終了後、市へ返還すること。

事業者の故意又は過失により備品が滅失又はき損したときは、事業者は

その損害を賠償すること。

（イ）消耗品（文房具、衛生用品等）については、事業者の費用で購入し、適

宜、補充すること。

（ウ）児童が使用する玩具、書籍等については、事業者の費用で購入し、適宜、

補充すること。なお、所有権は市に帰属するものとする。

（10）緊急時対策

●事業者は、緊急時対策、防犯・防災対策及び利用者の安全対策についてマニ

ュアルを作成し、職員に指導を行うこと。

●自然災害時等の保育は、次に掲げるとおり対応するものとする。

（ア）学校が休校になった場合、市と事業者との協議の上、開所及び閉所の判

断を行うこととする。

（イ）学校が早期下校を行う場合は、事業者は市からの連絡を受け、下校時間

に合わせて指導員の配置を行い保育を行うこと。また、日ごろから学校

との連携を密に行い、事業者も学校から連絡を受ける体制を整えておく

こと。

（ウ）長期休暇中の開所及び閉所の判断は、（ア）と同様とする。

●インフルエンザ等感染症発生により学級閉鎖が行われた場合、感染拡大の防

止を目的とした処置であることから、閉鎖された学級の児童については受入

れを行わない。
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（11）業務の第三者への委託の取扱い

学童保育所業務の実施を事業者自ら行うものとし、第三者に委託することは

できないこととする。

ただし、清掃や警備、設備の保守点検等の維持管理業務の一部について、あ

らかじめ市が認めた場合は、この限りではない。

（12）職員研修に関すること

●事業者は、職員の資質を向上するため及び児童の健全な育成を図るため、原

則年１回以上、外部研修会へ参加すること。

●事業者は、指導員が積極的かつ継続的に研修に参加できるよう研修受講計画

を策定し、管理すること。

●指導員は、研修等を通じて、必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努

めること。

（13）保護者への支援、連携

●保護者との間で日常的に入所児童の状況や保育に関する情報交換を行うな

ど、保護者と連携すること。情報交換については、面会、電話等により直接

的に行うよう努め、個々の相談等についても積極的に対応すること。

●学童保育所だよりを発行するなど、利用者への情報提供に努めること。

（14）学校、地域との連携

●保育を円滑に実施するために、学校、民生委員児童委員、各地区コミュニテ

ィ運営協議会等との連携を積極的に図ること。

●地域学校協働活動が小学校で開催される場合は、積極的に連携を図ること。

●連携にあたっては、個人情報の保護や秘密の保持に十分な配慮を行うこと。

●地域内の住民や施設との連携や交流を図ること。

８ 目的外使用の取扱い

利用者の利便性確保のため、公の施設の設置目的以外の設備（レストラン、売

店、自動販売機、ＡＴＭ等）を施設内に設置する場合は、別途許可を受けなけれ

ばならないので注意すること。

９ 個人情報の保護、守秘義務、情報公開の取扱い

（１）個人情報の保護

業務の履行に際して入手した個人情報及びデータの管理については、個人情

報の保護に関する法律及び中間市個人情報保護条例の趣旨を踏まえて、適正に

管理すること。

（２）情報公開への対応

事業者は、情報公開の請求を受けた場合は、中間市情報公開条例の趣旨を踏

まえて、必要な措置を講じるよう努めること。
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10 市民参画及び利用者意見の反映

保護者及び児童に対しアンケート調査を実施し、利用者の満足度や要望等の把

握に努めるとともに、自己評価を行うこと。

11 要望及び苦情への対応

（１）子どもや保護者からの要望や苦情に対しては、迅速かつ適切に誠意を持って

対応すること。

（２）要望や苦情については、その内容や対応について職員間で共有することによ

り、事業内容の向上に生かすこと。

12 経費関係

（１）委託料の支払い

委託料は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに原則として

６月、９月、１月の３回に分けて前金払いで支払う。

利用料減免額は会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに原則と

して４月分から９月分を１１月、１０月分から３月分を委託期間終了後の２回

に分けて清算払いで支払う。

（２）利用料金について

利用料金については、事業者の収入とする。

利用料金の設定については、中間市放課後児童健全育成事業の実施等に関す

る要綱に規定する金額とする。

（３）実費の徴収について

事業者は、利用料金とは別に飲食物費その他の実費を利用児童の保護者から

徴収することができる。

13 一般的な注意事項

（１）拾得物、遺失物の取扱い

拾得物、遺失物については、紛失しないよう施錠の上保管し、遺失物法等、

所定の手続により、届出等の対応をすること。

（２）保険等への加入

事業者の責めに帰すべき事由により利用者等へ損害を与えた時に、適切に対

応できるよう、損害賠償保険等へ加入すること。

14 原状回復

事業者は、委託期間が満了したとき、又は委託契約を取り消され、若しくは期

間を定めて委託業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その施設又

は附属設備を速やかに原状に回復すること。
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15 損害賠償

事業者は、その責めに帰すべき理由によりその施設若しくは附属設備をき損し、

又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償すること。

16 業務実施状況の確認と改善勧告

市は、委託業務の実施状況を確認するために、必要に応じて施設への立ち入り

調査を行う事のほか、委託業務の実施状況及び委託業務に係る収支状況等につい

て説明を求めることができる。

また、委託業務の実施が、仕様書等の条件を満たしていない場合は、必要に応

じて改善の勧告を行うことができる。

17 委託業務の引継ぎ

新たに委託業務を実施する場合は、従前の事業者と十分に協議し、業務を円滑

に引き継ぐよう努めることとし、次期事業者に業務を引き継ぐ際も同様とする。

引継等に要する費用は原則として、すべて従前の事業者の負担とする。ただし、

市、従前の事業者及び次期事業者が協議の上、必要と認めた場合は、この限りで

はない。

また、従前の事業者が採用している職員が、次期事業者の定める雇用条件で引

き続き勤務を希望する場合は、優先的雇用に努めること。

18 業務の継続が困難となった場合の措置

（１）事業者の責めに帰すべき事由による場合

事業者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市

は指定を取り消すことができる。

この場合、事業者は、市に対して、業務委託契約書に規定する委託料の１０

分の１に相当する額を違約金として支払わなければならない。

（２）不可抗力等による場合

不可抗力等、市及び事業者双方の責めに帰すことのできない事由により、業

務の継続が困難になった場合は、事業継続の可否について協議することとする。

協議の結果、業務の継続が困難と判断された場合は、市は指定を取り消すこ

とができることとし、取消しの条件は両者協議の上、決定するものとする。

19 協議

本仕様書に定めのない事項、業務内容に疑義が生じた場合は、市及び事業者双

方協議の上、定めるものとする。
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20 リスク（責任）分担

リスク（責任）分担の基本的な考え方は以下のとおりとする。

項 目 内 容
リスク分担

市 事業者

法令の変更 運営に影響を及ぼす法令等の変更 協議

税制等の変更
消費税率の変更に伴う委託料の増減 ○

上記以外 ○

物価、金利の変動 物価、金利の変動に伴う経費の増大 ○

需要の変動 需要の見込み違いによる利用者減、収入減等 ○

施設、設備、物品等の損

傷

消耗品 ○

事業者の故意、過失による場合 ○

施設、設備等の瑕疵の場合
か し

○

上記以外の修繕 協議

事故発生（情報漏えい等

を含む。）

事業者の責めに帰すべき事由による場合 ○

市の責めに帰すべき事由による場合 ○

上記以外 協議

周辺地域、住民、利用者

への対応

施設の設置に関する訴訟、苦情、要望、住民運

動等の対応
○

事業者が行う運営業務に起因する訴訟、苦情、

要望、住民運動等の対応
○

上記以外 協議

運営費の上昇

事業者の要因による運営費の増大 ○

市の要因による運営費の増大 ○

運営に関する法令等の変更に伴う経費の増加 ○

上記以外 協議

業務の引継ぎに関する

費用
引継ぎを受け、又は引継ぎを行う場合の費用 ○

債務不履行
事業者が債務不履行 ○

市が債務不履行 ○

事業終了時の費用
委託期間の満了又は期間途中の業務終了に伴

う撤収費用等
○

不可抗力
自然災害、感染症等による業務の中止、変更、

休業等
協議

損害賠償（市が事業者に

対して国家賠償法に基

づく求償権を行使する

運営上の瑕疵による事故又は事業者の責めに
か し

帰すべき事由により第三者に損害を与えた場

合

○
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場合を含む。） 事業者の責めに帰すべき事由によらない施設、

設備等の瑕疵により第三者に損害を与えた場
か し

合

○

上記以外の場合 協議


